
薬食審

食品安全委員会と薬事・食品衛生審議会の関係

食品安全委員会設置前 食品安全委員会設置後

（例）「食品添加物の指定」の流れ
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参考：「食品添加物の指定」の他に、「農薬や動物用医薬品の残留基準」についても、食品安全委員会のリスク評価の結果に基づき、各
省が連携しながら基準を設定している。

○科学的知見に基づく、中立・公正なリスク評価を実施するため、リスク管理機関である
厚生労働省等から独立し、内閣府に食品安全委員会を設置。
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